
 

松戸市市民活動助成制度

平成３１年度実施分 募集要項 

【募集期間】 

平成３０年８月１日（水） 

     ～９月２８日（金） 

市民自治課窓口に直接提出願います 

受付時間 ８時３０分～１７時 

※郵送・ＦＡＸ・Ｅメール提出不可 

 

【お問い合わせ】 

松戸市役所 市民自治課 協働推進班 

 （市役所本館３階） 

℡ ０４７－３６６－７０６２ 
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【「夢のキャンバスまつど」とは・・・】 

 松戸市は、「市民活動団体の夢」「起業の夢」「スポーツ

や文化活動などの分野で頑張る子ども達の夢」を応援する

様々な取り組みを行っており、平成 29年度 4月より、こ

れらの事業を「夢のキャンバスまつど」として一体的に進

めています。 

 市民活動助成制度では市民活動団体の夢を応援します。 

 「夢のキャンバスまつど」の詳細は市ホームページをご

覧下さい。 



１ 市民活動助成制度の趣旨 

 

【市民活動助成制度とは】 

新たな市民活動を立ち上げるため、又は、既存の活動をさらに発展させるための事

業に要する一時的な資金を助成することで、市民活動の活性化を図り、豊かで活力あ

る地域社会の実現に貢献することを目的とします。なお、この助成金は市民との協働

により積み立てられる「松戸市協働のまちづくり基金」（注１）を原資としています。 

 

 

 

 

 

 

 

２ 対象者の要件 

 

助成事業に申請できる方は、申請時点において、次に掲げる要件を満たす市民活動

団体（注２）です。 

(１) 市内に事務所又は活動場所を有すること。  

(２) 構成員が 5人以上であること。 

(３) 団体の運営に関する規約、会則等を定めていること。 

(４) 適切な会計処理が行われていること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注２）市民活動とは、自主的に行われる営利を目的としない社会貢献活動の

うち、次のいずれにも該当しないものをいいます。 

 

① 宗教上の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主た

る目的とする活動 

② 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とす

る活動 

③ 特定の公職（公職選挙法（昭和 25 年法律第 100 号）第 3 条に規定する公職

をいう。以下同じ。）の候補者（当該候補者になろうとするものを含む。）若

しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対すること

を目的とする活動 

 

（注１）松戸市協働のまちづくり基金 

この基金は、市民、市民活動団体、事業者の皆様から寄せられた寄附金

及びその同額を市費で積み立てるマッチングギフト方式を取り入れた基

金です。（22ページ参照）  
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３ 対象事業  （実施期間 平成 31年 4月 1日～平成 32年 3月 31日） 

 

平成 27年度実施分から、助成部門が 2種類になりました。 

新しく事業を立ち上げるときや、今行っている事業を発展させたいときに提案でき

る「スタート助成」と、既存事業を拡大、発展させたいときに提案できる「ステップ

アップ助成」です。 

※ 同じ事業を一度に 2つの部門に提案することはできません。 

 

助成部門 スタート助成 ステップアップ助成 

助成金額 10 万円以内 30 万円以内 

助成率 対象経費の 90％まで 

助成回数 それぞれ 2回まで 

提案要件 

相
違
項
目 

●市民活動団体が行う公益性の高

い市民活動事業 

●市民活動団体が行う特に公益性

の高い市民活動事業 

●新規事業または既存事業を拡

大・発展させる事業 

●既存事業を拡大・発展させる事 

 業 

●ステップアップ助成を受けた事

業でない 
 

共
通
項
目 

●市民活動団体構成員のみを対象とする事業でない 

●助成金の交付を受けようとする年度内に完了する 

●本市の他の制度で財政支援を受けていない 

審査の厳しさ 
スタート助成 ＜ ステップアップ助成 

ステップアップ助成のほうが上限金額が高いため、より厳格に審査されます 
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４ 助成金額について 

 
【対象経費】   

事業に要する経費のうち、助成金交付の対象となる経費は次のとおりです。 
事業の予算概要には、下表の項目に準じて記載の上、作成をお願いします。 
 

予算科目 対象となる経費 対象とならない経費 

報償費 ・報償費、謝礼金など 

例)－講演会の講師謝礼 

  －指導に対する謝礼 

  －アドバイザー謝礼 

  －保育士謝礼 

・団体の構成員が講師を務め

る場合の講師謝礼金 

・講師の交通費、宿泊費 

・講師手土産代 

消耗品費 ・短期間の使用によって消費される物 

例)－文房具 

  －コピー用紙 

  －プリンターのインク 

   －講座、イベントにおける実習等で

必要となる材料 

  －子ども食堂等に係る食材 

・単価５，０００円未満の物品 

例)－事業に使用する簡易な作業着 

   －事業に使用する簡易な腕章やジ

ャンパー 

  －ボイスレコーダー 

  －活動内容に関する書籍 

 

食糧費 ・イベント・講座を実施するために必

要と認められる食糧費 

例)－ワークショップ参加者のための

お茶菓子 

  －講師のお弁当・お水 

・団体の構成員が飲食するも

の費用 

・イベント終了後の飲食を含

む会合費(講師を含んでい

ても対象外) 

・視察先等への手土産代 

印刷、製本

費 

 

・事業に必要な印刷、製本費用 

例)－文書、パンフレット、ポスター・

チラシ等のコピー 
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予算科目 対象となる経費 対象とならない経費 

印刷、製本費

(続き) 

－事業で作成する冊子の製本 

  －活動に関係する写真の現像 

 

委託料 

 

・物品作成や専門的な知識や技術に対

し、業務を外部に委託した費用 

※事業の全部又は主要な部分を外部

に委託することは禁止する  

 

使用料 

及び賃借料 

・会議室使用料(打合せ、イベント実

施等) 

・イベント実施のための音響機材やプ

ロジェクター、スクリーン等機材の

レンタル料 

 

通信運搬費 ・事業を実施するために必要な通信費 

例)－切手・はがき 

  －宅配便(送料) 

・団体構成員間の通信費 

・事業以外のインターネット

利用料 

保険料 ・イベント行事保険、検査費用など ・ボランティア活動保険の保

険料 

その他 ・事業に要する経費のうち、市長が必

要と認めるものにかかる費用 

 

 

【対象外経費】(例) 

・ 団体の経常的な運営経費(事務所賃借料、光熱水費等)  

・ 暖房等の灯油代 

・ 移動のために自動車に給油するガソリン代、交通費（電車賃、バス乗車賃等） 

・ 領収書により支出が確認できない経費(領収書を紛失した場合を含む) 

   インターネット通販で購入する場合は、領収書が発行されるか確認してくださ 

い。発行されない場合は、購入前に市民自治課へご相談ください。 

・ 備品(備品に該当するものについては、市民自治課へご相談ください。) 

・ その他、事業に係る直接的経費と認められない経費 

※ 対象経費、対象外経費についてのご相談は、市民自治課へお問い合わせ下さい。 

 
【助成金の額】 

① スタート助成の場合、1事業あたり 10万円以内であること。 

② ステップアップ助成の場合、1事業あたり 30万円以内であること。 

③ 対象となる経費の 90％以内であること。 

④ 市民活動団体が調達する自己資金として対象経費の 10％以上を確保すること。 
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事業成果報告会 
事業成果報告会を開催し、協働のまちづくり

協議会が事業成果を評価します。 

平成 32年度 

5月 

５ 事業の流れ・スケジュール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業報告書の提出 

3月末 

まで 事業完了後、報告書に収支決算書等を添えて

提出します。 

事業の実施 

4月～ 

翌 3月 

事業を実施します。 

ふりかえりの会を 2回(8月と 2月)実施しま

す。 

説明会、相談会、支援講座を実施します！ 

（詳しくは 7ページを参照） 

助成金の申請・請求 
助成金交付申請をされると、正式に助成金の

交付決定がされます。交付決定された事業

は、助成金の概算払請求ができます。 

平成 31年度 

4月 

議会の予算審査 

3月下旬 
議会の予算審査を受け、新年度の予算が成立

します。 

採択の決定 

11 月中旬 市長が採択を決定し、助成金を予算に計上し

ます。 

※正式な決定は予算成立後となります。 

審査 

（公開プレゼンテーション＆本審査） 

公開プレゼンテーション及び審査会によっ

て審査され、採択の適否を決定します。 

 

事業企画書の提出 

平成 30年度 

8月 1日 

～9月 28日 申請にあたり、市民自治課・まつど市民活動

サポートセンターが相談に応じます。 

10月中旬～

11月上旬 
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６ 事業の提案について 

 

【受付期間】 

平成 30年 8月 1日（水）～9月 28日（金） 

 

【提出書類】 

下記について、各１部を提出のこと。 

① 事業企画書 

② 団体概要調書 ※A4 サイズ 片面 2 枚以内  フォント 10.5 ポイント以上 

③ 事業計画書  ※A4 サイズ 片面 2 枚以内 

④ 事業の予算概要 

⑤ 団体の規約・会則 

⑥ 役員名簿、構成員名簿（構成員が 5人以上であることがわかる書類） 

⑦ 今年度予算書、前年度決算書 

各団体において作成しているものをご提出下さい。 

 

※ 団体等の活動実績など参考資料を添付する場合には、12部提出してください。 

※ 提案書類は個人情報を除き公開します。 

※ ①～④の様式は、松戸市公式ホームページからダウンロードできます。 

松戸市ホームページ http://www.city.matsudo.chiba.jp 

くらし ► 市民活動 ► 協働のまちづくり（市民活動の活性化と協働の推

進）►市民活動助成制度 ► 平成 30年度募集・平成 31年度実施分 

※ 事業についての補足書類は添付できません。 

 

【提出先・問い合わせ先】 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

松戸市役所 市民部 市民自治課 協働推進班 

（松戸市役所 本館 3階） 

※ 郵送やＦＡＸ、Ｅメールでの提出は受付しませんので、市民自治課 

窓口に直接提出をお願いいたします。 

（電  話）０４７－３６６－７０６２  

（Ｅメール）mcshiminjichi＠city.matsudo.chiba.jp 

 

 

 

 
6

http://www.city.matsudo.chiba.jp/


【市民活動助成事業提案に向けての支援】 

（１）説明会 ※予約不要 

事前予約は不要ですので、直接会場にお越しください。対象経費などについ

て、詳しくご説明いたします。 

 

（２）相談会 ※要予約 

市民活動助成事業提案に向けての相談会を希望される場合は、事前に市民自

治課へお電話にてご予約下さい。 

相談会実施期間 平成 30年 8月 1日（水）～9 月 21日（金） 

 
【まつど市民活動サポートセンターでの支援】 

（１）市民活動助成事業に関する相談 ※要予約 

まつど市民活動サポートセンターでは、市民活動助成事業等、市民活動に関

する相談を随時受け付けています。 
 

（２）支援講座 ※要予約 

市民活動助成事業を提案しようと考えている市民活動団体を対象に、まつど

市民活動サポートセンターが支援講座を実施します。詳細はお問い合わせくだ

さい。 

 

日時 平成 30年 8月 4日（土）10時から  

会場 松戸市役所 議会棟 3階 特別委員会室 

日時 市民活動助成制度サポート講座 

① 団体事例から学ぶ！助成金の基礎知識&活用のコツ 

平成 30年 9月 2日（日）13時 30分～16時 30分 

② 共感を呼ぶプレゼンのコツ 

 平成 30年 9月 23日（日）13時 30分～16時 30分 

会場 まつど市民活動サポートセンター 

まつど市民活動サポートセンター（松戸市上矢切２９９－１ 総合福祉会館内） 

 電  話  ０４７－３６５－５５２２  

 Ｈ  Ｐ   http://www.matsudo-sc.com/ 

Ｅメール  hai_saposen@matsudo-sc.com 

利用時間 午前 9時～午後 9 時 

     （日曜日 午前 9 時～午後 5 時) 

休 館 日 第 1・3 水曜日、年末年始 

 交  通  松戸駅西口 1番バス乗り場より京成バス 
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７ 市民活動助成事業の選考方法について 

 

市民・学識経験者等で構成される松戸市協働のまちづくり協議会（以下、「協

議会」という）が、市民活動助成事業の選考のために審査会を開催し、審査を行

ないます。 

 
【審査方法】 

 事業企画書について、下記のとおり審査が行なわれます。 

  
① 公開プレゼンテーション 

プレゼンテーションは公開で行ないます。審査員に対し、事業企画書に基づき、

申請者が事業の説明を行うとともに、審査員からの質疑を受けるなど、双方向の

議論が展開されます。 

※ 公開プレゼンテーションは必須です。 

 

② 審査 

公開プレゼンテーション終了後、審査を行います。 

審査は、審査基準（注３）の項目毎に採点され、一定の基準点を越えた事業に

ついて「採択が適当である」とされます。基準点については、ステップアップ助

成をスタート助成よりも高く設定しています。 

  なお、審査結果につきましては、協議会から市長に答申します。 

 
【審査結果】 

① 事業の採択の適否及び付帯意見 

※ 順位を付します。 

 

② 助成金額の適否 
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（注３） 審査基準 

・先見性・独創性 課題の設定、事業手段に新たな着想や創意工夫があるか。 

・活動の有効性 市民の利益につながる事業成果が期待できるか。 

・助成の必要性 助成する必要性、妥当性、課題解決の緊急性、重要性が高いか。 

・助成の適格性 団体の自立性が確保されるか。 

・活動の将来性 助成終了後の自立化、将来展望が明確になっているか。 

・手段の効率性 事業費の見積り及び助成金額が適切か。 

・実現可能性  自己資金の確保や実施手段が実現可能な内容であるか。 

 

８ 採択の決定 

 
市長は、協議会からの答申を尊重し、市として翌年度の市民活動助成事業の採

択を決定するとともに、助成金の総額について、翌年度の予算編成手続きに入り

ます。 

※ 助成金の原資は「協働のまちづくり基金」であり、状況によっては適当と認

められた事業であっても、採択されない場合があります。 

 

９ 採択後のスケジュールについて 

 
3月末に新年度予算が成立した後、市民活動助成金の予算（予定額）の範囲内

において、採択の順位の高い方から順に助成する事業を決定します。平成 30年

度の助成金総額の予算規模は「松戸市協働のまちづくり基金」へ積み立てる寄附

金の額に応じて変動します。 

4月に市民活動助成金の交付申請の手続きを行なっていただき、正式に交付決

定されます。 

新規に実施する事業については、3月末頃に開催する事前説明会にて、今後の

手続き、事業の進め方、対象経費の注意点などを説明します。 

 

１０ 成果物への「松戸市市民活動助成事業」の表示について 

 
 事業の一環として、冊子、パンフレット、地図、映像資料等を作成する場合に

は、「松戸市市民活動助成事業」の文言を必ず記載してください。 
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１１ 事業企画書の記入例  

平成   年   月   日   

（宛先）  

松戸市長  

住所 (所在地 ) 松戸市○○－○○    

申請者  団体の名称  特定非営利活動法人●●●● 

   代表者氏名   理事長  ○○  ○○  印  

 

市民活動助成事業  事業企画書について  

 

 平成３０年度松戸市市民活動助成事業へ応募したいので、下記のとお

り関係書類を添えて提出します。  

記   

１  事業名       健康寿命の延伸を学ぶ講座事業 

２  申請区分      スタート助成  ／  ステップアップ助成  

           （いずれかに○）  

３  事業費総額     １９９，０００円  

４  添付書類      ⑴  団体概要調書  

⑵  事業計画書  

⑶  事業の予算概要  

提出日を記入してください。 

 

団体の住所、名称、肩書

き、代表者名を記入して

ください。 

 

事業名を簡潔に記入してください。 
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（第 6条関係） 

団体概要調書 

団 体 名 
特定非営利活動法人 

●●●● 

代表者名 
理事長  ○○  ○○  

 

事務所（連絡先） 

〒○○○－○○○○  

住 所 松戸市○○－○○  

電 話            FAX 

Eメール  ※パソコンのアドレスでお願いします。 

設立年月日     平成○○年  ○○月  ○○日 

規約・会則            ※ 別紙添付 

構成員数 ２０人     ※ 別紙添付 

団体の目的 
○○○○○○○○○○○○○○○○を目的とする。  

 

活動の実績 

 

○○○○○○を○○○○○にて実施。  

・・・・・・・ 

※これまでの実績及び実績のわかる機関紙等があれば資料として添付

してください。 

 

予算決算規模 

今年度予算額  ○○○，○○○円 

前年度決算額  ○○○，○○○円   ※別紙添付 

 

※ 団体の規約・会則を添付してください。 

※ 役員名簿・構成員名簿（構成員が 5人以上であることがわかる書類）を添付してください。 

※ 今年度予算書、前年度決算書を添付してください。 

団体の名称、肩書き、代表者

名を記入してください。 

 

郵便物が届く住所を記入

してください。 
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（第６条関係）                   

事業計画書 

（スタート助成の例） 
 

 

 

取り組もうとする松

戸市のテーマ（課題） 

 

 

 

 

  
2030 年には、松戸市の人口の 65 歳以上の割合は 32.4％と推計され、2040 年に

は 39.0％に上るとされている（『日本の地域別将来推計人口』平成 25 年 3 月推計 

出典：国立社会保障・人口問題研究所）。 
市の活力を失わないためには、市民一人ひとりの健康の増進が不可欠である。そ

こで、健康寿命の延伸に注目する。健康寿命とは、「日常的に介護を必要としない

で、自立した生活ができる期間（自立期間）」のことである（出典：健康松戸 21Ⅲ）。 

事業の目的 市民が健康寿命に関する正しい知識を学び、実践することにより、元気な市民が

増え、まちが活性化すること。 

また、参加者同士のつながりが生まれることで、より積極的に外部と接触するよ

うになり、精神面の充足感も得られることを期待する。 

事業内容  

 

  

１ 事業内容 

①健康的な食生活について学ぶ講座と料理の実演 

②歯の健康について学ぶ講座とセルフチェックの実践 

③効果的な運動について学ぶ講座と健康体操の実践 

 

・各回とも専門家を招き、座学と実践を交えた構成にする。 

・内容や配布物については講師と相談の上作成する。 

・１回の講座につき、座学を１時間 30分、実践（実演）を 30分、参加者交流会

を 30分と見込んでいる。 

・対象は市民。年齢は問わない。 

・アンケートを作成し、満足度や参加者のニーズを確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業名 健康寿命の延伸を学ぶ講座事業 

団体名 特定非営利活動法人●●●● 

取り組もうとする課題について、その現状や背景なども含めて明確に記載

してください。 

 
 

どのような課題の解決につながっていくのかが、わかるように事業内容を

記載してください。 

※Ａ４片面２枚まで 
※事業についての補足書類は添付できません 
※事業計画書内の   は、記載する際に削除して提出ください。   
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２ スケジュール 

 具体的な取り組み 実施体制、対象、場所など 

4～5月 講座準備、周知、 

アンケート内容の検討 

ポスター作成、公共施設等へ配

架 

6月 食生活講座開催 調理ができる施設 

7～8月 講座準備 

周知 

広報まつど掲載、ポスター作成、

公共施設等へ配架 

9月 歯の健康講座開催  

10～11月 講座準備 

周知 

広報まつど掲載、ポスター作成、

公共施設等へ配架 

12月 運動講座開催 軽い運動ができる施設 

1～3月 ふりかえり 

アンケート集計 

 

 

既存の事業からステ

ップアップする部分 

※ステップアップ助成 

のみ 

 

 

事業の目標  

 

 

 

※事業の成果目標は、できるだけ数値などを用いて、具体的に記載して下さい。 

・講座参加人数 合計 150人以上 

・アンケートで「学んだことを継続して実践したい」を 80％ 

今後の展望  

  

開催場所を市内全域に拡大し、回数を増やすことで、より多くの市民に健康寿命

について意識してもらいたい。 

 

事業に取り組む上で、どれだけのことを達成したいのか、その目標を記載

してください。※事業の成果目標は、できるだけ数値などを用いて、具体

的に記載してください。 

 

今までに実施してきた事業に比べて、どのような点をステップアップしたいの

かを記載してください。 

 

助成終了後の将来の展望を記載してください。 
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（第６条関係）

（単位：円）

金　額

団体拠出金  ¥      39,900

事業収入  ¥      45,000

自己資金の合計額　（Ａ）  ¥            84,900

市 市民活動助成金　（Ｂ）  ¥          100,000

 ¥     184,900

予算額

報償費  ¥       60,000 外部講師謝礼

消耗品費  ¥       10,000 実演用食材

 ¥       15,600 紙

 ¥       15,000
筆記用具
プリンタインク

食糧費  ¥        1,800
講師水
講師昼食

100円＊3回
500円＊3回

印刷製本費  ¥       15,000 ポスターの印刷代

 ¥        3,000 受講者用配布物の印刷代

使用料及び賃借料  ¥       27,000
会場使用料
音響機器賃借料

保険料  ¥       13,500 行事保険 90円＊延べ150人

対象経費の合計（Ｄ）  ¥     160,900

食糧費  ¥      15,000 会員の昼食代

交通費  ¥       9,000 会員の交通費

その他経費の合計（Ｅ）  ¥      24,000

合計額（Ｆ）＝（Ｄ＋Ｅ）  ¥     184,900

【チェック項目】

1

2

事業の予算概要
【収　入】

科　目 積算内訳

団
体

20,000円＊3回

対象事業費の一部及び対象外経費を団体の会計より拠出

300円（参加料）＊150人（延べ人数）

5円＊1,000部＊3回

10円＊100部＊3回

そ
の
他
経
費

500円＊10人＊3回

300円(往復）＊10人＊3回

科　目

合計額（Ｃ）＝（Ａ＋Ｂ）

助成金（Ｂ）が対象となる経費（Ｄ）欄の90％以内、自己資金（Ａ）欄が対象経費（Ｄ）欄の10％以上である
こと。

助成金（Ｂ）が、スタート助成の場合は１事業あたり10万円以内、ステップアップ助成の場合は１事業あたり
30万円以内であること。

【支　出】

ボールペン50円＊100本
10,000円

積算内訳

助
成
金
の
交
付
対
象
経
費

ポスター用5円＊1,000部＊3回
配布物用2円＊100部＊3回

1,000円＊4時間＊3回
5,000円＊3回

※ 事業についての補足書類は添付できません。 
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１２ 平成３０年度市民活動助成事業（参考） 
   

 平成 30年度の市民活動助成事業では、次の 11事業を実施しています。 

 現役世代や子育て世代を中心とした団体や、市が開催している講座等で知り合

い結成された団体など、様々な年代・経歴の方が参加しています。 

（１） スタート助成 10事業 

NO 事業名 団体名 事業概要 総事業費 助成金額 

1 
こども福祉フェス

タ事業 
Familink＊ 

福祉機器の展示や体験会、講演会、

相談会等を通して、重度障がい児や

その家族に正しい知識を伝えるとと

もに、市民が障がい児の生活を知る

機会をつくる。 

140,000円 100,000円 

2 
食を通じての多世

代交流事業 

小金ほのぼの食

堂の会 

子どもからお年寄りまで誰でも来ら

れる食堂を月 2回開催するとともに、

福祉や料理に関する体験学習を行う

などして地域の多世代交流を促す。 

297,816円 90,000円 

3 

笑劇で施設利用高

齢者を元気にする

事業 

浅間台笑劇研究

部 

１、２ヶ月に１度、市内の福祉施設

で「笑劇」の公演や、お笑いヨガ、

バルーンアート、詩吟等を実施し、

施設利用者に笑って楽しんでもらう

ことで、はりのある生活の一助とな

ることを目指す。 

128,000円 100,000円 

4 
「甚左衛門の森」保

全育成事業 

松戸里やま応援

団「甚左衛門の森

の会」 

森の保全活動を行うとともに、ボラ

ンティア募集等の広報活動を行う。 
140,000円 100,000円 

5 

世代を超えた交流

ができる地域コミ

ュニティの場をつ

くる事業 

明地区こあら食堂

の会 

月 1回食堂を開催するなどして、地

域の子どもや高齢者の世代間交流を

促すとともに、地域の問題を共有す

るコミュニティーをつくる。 

143,000円 100,000円 

6 

地域猫ってなんだ

ろう？ 野良猫ト

ラブルなくそう事

業 

動物福祉団体い

のち 

映画鑑賞会を通して、地域猫に関する

知識を広め、地域の野良猫トラブルを

減らす。 

118,000円 100,000円 
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（２）ステップアップ助成 1事業 

 

 

NO 事業名 団体名 事業概要 総事業費 助成金額 

7 

音楽活動による

まちの活性化事

業 

松戸合唱まちづくり

同好会 

地域の高齢者や福祉施設利用者を対

象に、市民センターや福祉施設で合

唱を披露したり、一緒に歌を歌った

りすることで、音楽を通した交流を

持ち、元気と勇気を与える活動を行

う。 

210,020円 100,000円 

8 
無塩パン普及事

業 
数値調理会 

健康寿命の延伸のため、塩分の摂取

を抑制できる無塩パン食を、試食会

や実演会、制作会を通して普及させ

る。 

170,813円 100,000円 

9 

子供の居場所か

らの発信による

地域ネットワー

ク構築事業 

さくら広場の会 

体操教室や工作教室、食育活動、勉

強会を通して親、子どもと地域住民

との交流を図り地域のネットワーク

を構築する。 

139,000円 100,000円 

10 

シニア世代活き

活き地域資源マ

ップ作り事業 

ほっとする街を考え

る会 kinari 

住民目線の小さな商店や自主的に活

動している生きがい活動などに焦点

を当てて、公共サービス以外の地域

の中で自分らしく活き活きと生活す

るために役立つ社会資源マップを作

る。 

79,750円 58,000円 

NO 事業名 団体名 事業概要 総事業費 助成金額 

1 
「笑顔のお節介推

進活動」事業 

介護・認知症の家

族と歩む会・松戸 

講座やワークショップ、相談会、交

流会を通して、地域住民の様々な不

安や悩みを話せる場をつくり、その

中で聞き役となる地域パートナーを

増やしていく。 

265,000円 200,000円 
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１３   平成２８年度～平成３０年度実施分 採択事業件数（参考） 

 

平成３０年度実施分  

提案件数  １２件  （スタート助成  １１件、ステップアップ助成  １件 ) 

採択件数  １１件  (スタート助成  １０件、ステップアップ助成  １件 ) 

 

平成２９年度実施分  

提案件数  １３件  （スタート助成  １１件、ステップアップ助成  ２件 ) 

採択件数  １２件  (スタート助成  １０件、ステップアップ助成  ２件 ) 

 

平成２８年度実施分  

提案件数  １７件  （スタート助成  １１件、ステップアップ助成  ６件 ) 

採択件数  １０件  (スタート助成  ７件、ステップアップ助成  ３件 ) 

 

 

１４   市民活動助成事業に関するＱ＆Ａ 

 

Ｑ１ 市民活動助成制度と協働事業提案制度に提案できる事業の違いは何ですか？

また、市民活動助成事業を実施した翌年度に、事業の内容を充実させ、協働事業とし

て提案することは可能ですか？ 

 

Ａ   市民活動助成制度は、まだ設立して間もない団体や、団体が単独で、身近な

地域課題の解決のために行なう事業を支援するための補助金制度です。一方、

協働事業提案制度では、市と団体とで協議して事業企画を練り、役割分担のも

と、事業を実施することになります。同じ年度に同じ内容で協働事業と市民活

動助成事業を実施することはできませんが、たとえば平成 30 年度実施分の市

民活動助成事業を提案し、採択され、実施いただき、平成 30 年度に平成 31
年度実施分の協働事業として、市民活動助成事業で実施している内容を市の役

割も含めバージョンアップして提案していただくことは、年度がずれているた

め提案は可能です。 
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Ｑ２ 市民活動助成制度と協働事業提案制度、両方に提案することは可能ですか？ 

 
Ａ   前項のとおり、市民活動助成制度と協働事業提案制度は主旨が異なりますの

で、同じ内容で 2つの制度に提案することはできません。ただし、協働事業提

案制度へ提案された事業で、書類選考（１次審査）において不採択となった事

業については、事業の規模や内容によりますが、市民活動助成制度へ提案しな

おすことが可能です。詳しくは市民自治課へお問い合わせください。 

 

Ｑ３ 市内に事務所を有してなければ、提案できませんか？また、団体の構成員が全

員松戸市内に住んでいなければなりませんか？ 

 
Ａ   市内に事務所がない、また、構成員の住所が市外である場合でも、本制度へ

の提案は可能です。 

ただし、地域課題を解決し、市民の利益につながる成果が期待されなければ 

ならないため、原則活動場所が市内であることが必要です。 

 

Ｑ４ 助成金対象となる対象経費としてどのようなものがありますか？ 

 

Ａ   対象となる経費は４ 助成金額についての【対象経費】を参照して下さい。 

なお、団体の構成員が講師を務める場合の講師謝礼、提案事業の全部又は主

要な部分を委託する場合の委託費については、対象経費に含みません。 

その他、対象経費について不明な点は、市民自治課までお問い合わせ下さい。 

 

Ｑ５ スタート助成とステップアップ助成の違いは何ですか？ 

 

Ａ   スタート助成は、従来の助成と変わらず助成金額 10 万円を上限とした部門

です。新規事業立ち上げの際や既存事業を発展させたい場合にご活用いただけ

ます。事業規模をさらに拡大したいという場合には、助成金額 30 万円を上限

とするステップアップ助成を選択してください。 

    ただし、助成金額が高いステップアップ助成の審査をより厳格に行います。 

    また、団体の成長促進という側面がありますので、スタート助成からステッ

プアップ助成、さらに進んで協働事業へと挑戦していただきたいという願いを

込めています。 
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Ｑ６ 同じ事業をスタート助成とステップアップ助成の両方に提案できますか？ 

 

Ａ   一度に両方の助成部門に提案することはできません。 

金額が異なれば事業規模も変わりますし、団体のほうでご負担いただく金額

も助成金額が高くなれば同様に高くなりますから、事業規模や実績に応じて助

成部門を選択してください。 

 

Ｑ７ スタート助成を経ずに、最初からステップアップ助成を提案できますか？ 

 

Ａ   スタート助成を受けずに、ステップアップ助成を提案することは可能です。

ただし、事業規模や審査の厳しさ（ステップアップ助成は、スタート助成より

厳格に審査されます）をよく検討し、どちらの助成に提案するかをお決めくだ

さい。 

 

Ｑ８ 既に助成を 2回受けた事業は提案できますか？ 

 

Ａ   平成 26 年度実施事業までの助成を受けた回数は、スタート助成としてカウ

ントされます。したがって、スタート助成を 2回受けたとみなされ、スタート

助成の提案はできませんが、ステップアップ助成の提案は可能です。 

 

Ｑ９ 講演会等の会場として、公共施設を早めに押さえることはできますか？ 

 

Ａ   事業実施のサポートとして、公共施設を一般よりも前に公用として押さえる

ことができます（使用料は無料となります）。ただし、あくまでも例外措置の

ため、事業実施に必要最低限度(イベント事業、講座事業であれば、その開催

日のみ)の範囲です。 

    また、この措置の趣旨は会場確保の支援であることから、各施設の抽選予約

期間以降は、公用申請はできませんのでご注意ください。 

    打合せなど、事業そのものでない使用については公用申請の対象外です。そ

の場合にかかった使用料は、助成金から支出することができます。 

    公共施設の利用をお考えの場合は、市民自治課へご相談ください。 

    なお、最終的な施設の利用許可はその施設の管理者の権限であり、希望の場

所、日時を確約するものではありません。 

この対応は、市全体の公共施設の運用の見直しに伴い、今後変わることがあ

ることをご留意ください。 
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Ｑ１０ 公開プレゼンテーションは誰に対して行うのですか？ 

 

Ａ   公開プレゼンテーションの審査は、松戸市協働のまちづくり協議会（以下、

「協議会」という）が審査します。協議会は、市民公募委員や学識経験者など

の 9名の委員で構成されている組織です。 

 

Ｑ１１ 審査の際、どのような基準で順位や点数がつくのですか？ 

 

Ａ   基準については 9ページをご参照ください。審査基準が 7項目あり、項目ご

とに点数をつけて合計点を算出します。順位は合計点数で決まります。 

 

Ｑ１２ 採択の件数は、はじめから上限が決まっていたり、合格ラインの点数があっ

たりするのですか？また合格ラインをクリアした事業は全て採択となるので

すか？ 

 

Ａ   はじめから採択される事業数が決まっているわけではありません。提案され

た事業を審査し、点数が高い順に採択されていきますが、決めている下限の点

数に満たない場合は、不採択となります。 
    下限の点数をクリアした事業については、審査の段階で一先ず採択という形

です。採択された事業は、松戸市議会の予算審査を経て、点数の高い順に正式

に採択されますが、過去、松戸市協働のまちづくり協議会が採択すべきとした

事業で、予算が通らずに不採択となった例はありません。 

 

Ｑ１３ 他の市で活動をしていて、松戸市でもその活動をしたいという場合、提案す

ることは可能ですか？ 

 

Ａ   普段は松戸市外で活動していても、助成事業を松戸市内で行うということで

あれば、活動場所が松戸市内であるという要件に該当するので、問題ありませ

ん。 

 

Ｑ１４ 広報面の支援はしていますか？  

 

Ａ   採択された事業については、広報面の支援を行います。イベントを広報まつ

どに載せたい場合は、市民自治課にご相談ください。チラシについては松戸市

市民活動団体登録をしていただければ市内公共施設に配架できます。 
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ご寄附頂きました皆様にお礼申し上げます。 

 
★東京キリンビバレッジ株式会社 
 
★株式会社 八洋 
 
★エースター株式会社  
 
★コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 
 
★洗濯屋あべ 
 
 

※公開希望のみ掲載 
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申請書類提出前 チェックシート 

◆提出前にご確認ください。 

 確認内容 チェック欄 

申請書類  提出書類は揃っていますか   □ 

 (１)事業企画書   □ 

 (２)団体概要調書   □ 

 (３)事業計画書   □ 

 (４)事業の予算概要   □ 

 (５)団体の規約・会則 ※様式は問いません   □ 

 (６)構成員名簿、構成員名簿 ※様式は問いません 

(構成員が５人以上であることがわかる書類) 

  □ 

 

 (７)今年度予算書、前年度決算書 ※様式は問いません   □ 

団体等の活動実績など参考資料を添付する場合には、１２部

提出してください。 

  □ 

記入漏れはありませんか →記載例をご覧ください。   □ 

事業企画書 申請書の日付は提出する日になっていますか   □ 

団体名や団体の所在地は規約と同じですか   □ 

団体の代表者の肩書きは記載されていますか   □ 

押印は代表者印、もしくは代表者の個人印となっていますか   □ 

事業費総額は「事業の予算概要」の合計額(＝Ｃ、Ｆ)になっ

ていますか 

  □ 

団体概要 

調書 

団体名、代表者の肩書き、代表者名は書かれていますか   □ 

住所は郵便物が届く住所を記入していますか □ 

フォント 10.5 ポイント以上、A4 2ページ以内ですか   □ 

事業計画書 フォント 10.5 ポイント以上、A4 2ページ以内ですか   □ 

事業名、団体名は、事業企画書と同じですか   □ 

誤字脱字はないか、確認しましたか   □ 

事業概要内の   は、削除しましたか   □ 

事業の 

予算概要 

収入額と支出額が同額となっていますか   □ 

対象外経費が対象経費として計上されていませんか   □ 

事業内容や事業のスケジュールと収支予算書の整合が取れて

いますか 

(会議室の使用回数、講師の招聘回数等) 

  □ 
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